
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税法の改正               

Ｑ：消費税が増税になるとのことですが、

経過措置はないのでしょうか？                               

  

Ａ：一定の取引については、経過措置が設

けられています。 

【解説】 

消費税は、法改正により平成26年４月１日

から８％に、そして平成27年10月１日からは

10%に引き上げられることとなっています。 

次のようなものには、税率が引き上げられ

た後においても改正前の５％の税率が適用で

きる経過措置が設けられています。 

 ①旅客運賃等 

  平成26年４月１日以後に行う旅客運送の対

価や映画・演劇を催す場所、競馬場、美術

館、遊園地等への入場料金等のうち、平成

26年４月１日前に領収しているもの 

 ②請負工事等 

  平成25年９月30日までに締結した工事(製

造)の請負契約に基づいて、平成26年４月１

日以後に課税資産の譲渡等を行う場合にお

けるその課税資産の譲渡等 

 ③資産の貸付け 

  平成25年９月30日までに締結した資産の貸

付けに係る契約に基づき、平成26年４月１

日前から同日以後引き続き貸付けを行って

いる場合(一定の要件に該当するもの)にお

ける平成26年４月１日以後に行う資産の貸

付け 

その他、一定の取引について、経過措置が

設けられています。 
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